
花巻市では、令和６年３月に策定した「花巻市地域公共交通計画」の重点事業としている予約乗合交通の新規
導入及びバス路線の再編について、１０月１日から実施します。
詳しい運行内容や時刻表につきましては、１０月１日の行政区長配布で全世帯に配布する「花巻市公共交通ガイ
ドブック」をご覧ください。

令和６年９月 定例記者会見 Ｎｏ１

令和６年９月３０日
担当：建設部 都市政策課
電話：４１－３５５４

予約乗合交通の新規導入及び
バス路線の再編を行います

Ｐ１

①予約乗合交通の新規導入

これまでは、大迫・石鳥谷・東和・西南地域において、予約乗合交通を導入してきましたが、バス路線が維持さ
れている湯口・湯本・宮野目・矢沢地域についても、駅やバス停留所から遠い交通空白地域が点在していることか
ら、生活交通を確保するため、新たに花巻西部、花巻東部の２地域で予約乗合交通を導入し、１０月１日（火）
から運行を開始します。
導入にあたっては、導入地区において行政区単位で説明会を行ったほか、各地区の民生児童委員協議会において、

説明を行い制度の周知を行っています。

名称 地区 ご利用できる方

湯 口 地 区

　東北自動車道より西側にお住まいの方

　（古舘行政区、中根子行政区の一部は対象外。

　南中根子行政区は西南地域予約乗合バスををご利用ください。）

湯 本 地 区
　ＪＲ東北本線より西側にお住まいの方

　（二枚橋駅前行政区は対象外）

宮野目地区 　ＪＲ東北本線より西側にお住まいの方

松 園 地 区

花 西 地 区

宮野目地区 　葛第１・２、田力行政区にお住まいの方

矢 沢 地 区 　矢沢、幸田、高松第１～３、東十二丁目行政区にお住いの方

花巻西部地域

　東北自動車道より西側にお住まいの方

花巻東部地域

運行区域図
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運行内容

指定乗降場所・目印

利用登録申請

内　　容

利 用 対 象 者 地域に住所又は住居を有する方及びそのご家族等が利用できます。

運 行 日 数 毎週火曜日・木曜日の２日間運行します。

運 行 時 間

１日５便（往路３便、復路２便）を運行します。※乗合で運行するため、目安の時間となります。

車 両 台 数 各地域ジャンボタクシー車両２台で運行します。

利 用 方 法
事前に利用登録が必要です。

登録後、利用する際は、電話又はＷｅｂで利用する便を予約していただきます。

予 約

利用日の１週間前から当日の１時間３０分前までの予約が必要です。

※往路１便目（午前８時）の利用予約は、前日の午後５時までの予約が必要です。

花巻西部地域予約乗合交通　☎０１９８－４１－８６８６（有限会社笹間タクシー）

花巻東部地域予約乗合交通　☎０１９８－４１－６１１６（有限会社高木タクシー）

利 用 料 金
１乗車４００円

※小学生・障がい者は１５０円（未就学児は無料）

乗 降 場 所 自宅付近の公道又は指定乗降場所

項　　目

【往路】自宅付近の公道→指定乗降場所

便 出発時間

１便目 午前８時

２便目 午前１０時

３便目 午後１時

【復路】指定乗降場所→自宅付近の公道

便 出発時間

１便目 午後０時（正午）

２便目 午後３時３０分

地区 バス停留所名等

共通

花巻市役所

花巻駅（東口）

花巻駅（西口）

イトーヨーカドー

桜台

野田十文字

下北万丁目

文化会館

材木町

上町口

総合花巻病院

湯本・宮野目

のみ
星が丘二丁目

湯口のみ 桜木町二丁目

■花巻西部地域 ■花巻東部地域

地区 バス停留所名等

共通

花巻市役所

花巻駅（東口）

花巻駅（西口）

イトーヨーカドー

桜台

野田十文字

下北万丁目

文化会館

材木町

上町口

総合花巻病院

宮野目のみ 四日町

■目印※バス停留所に表示しています。

▶利用登録申請書は、都市政策課で配布しているほか、湯口・湯本・矢沢・宮野目振興センターに配架していま
す。

▶申請書は、都市政策課で受付しています。窓口で提出いただくほか、メール・郵送・ＦＡＸでも受付していま
す。
・郵送による提出先 〒０２５－８６０１ 花巻市花城町9番30号 花巻市役所建設部都市政策課
・ＦＡＸによる提出先 ☎０１９８－２２－６８４６
・メールによる提出先 toshiseibi@city.hanamaki.iwate.jp

▶利用登録後、都市政策課より利用登録カード、自宅付近の乗降場所の地図、利用方法（Ｗｅｂ予約を含む）を
郵送します。

▶申請書提出から利用登録カードの郵送まで、概ね１週間程度のかかりますので、ご了承願います。
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大迫・花巻線

②バス路線再編

路線名 変更内容

大 迫 ・ 花 巻 線

( コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス )

●県立中部病院へのルート廃止します。※天下田・中部病院線へ移行します。

　※県立中部病院へは乗り換えて行くことが可能です。

●花巻駅までの上限運賃を７００円から５００円に変更します。

天 下 田 ・ 中 部 病 院 線

(岩手県交通㈱バス路線）

●路線名を天下田団地線から天下田・中部病院線に変更します。

●花巻駅から賢治詩碑前までのルートを廃止し､県立中部病院へのルートを新設します。

●ルート変更に伴い運行時刻が変わります。

教 育 セ ン タ ー 線

(岩手県交通㈱バス路線）

●石鳥谷線との重複ルートの解消及び交通空白地域の縮減のため、西宮野目を経由する

　ルートに変更します。

●ルート変更に伴い運行時刻が変わります。

市 街 地 循 環 バ ス

( コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス )

●市街地での利便性向上のため、運行ルートを変更します。

●運行便数を１日１０便から９便に減便します。

●ルート変更に伴い運行時刻が変わります。

花巻市内の「拠点」間を結ぶ幹線路線の維持や、地域内を運行する支線路線については、交通空白地域の
縮減や運行ルートの見直しを行ったほか、市街地循環バスのルートについても、回遊性及び利便性向上のた
め、現在の１周４６分の利便性を損なわないよう１周５０分程度となるよう運行ルートを拡大し、１０月１
日から運行を開始します。
変更内容については、広報はなまき９月１５日号でお知らせしたほか、各路線のバス停留所への掲示、利
用者の方々に変更後の時刻表を記載したチラシを配布するなどにより周知しています。

■廃止するバス停留所
（天下田団地線に統合します。）

・大通り一丁目
・大通り二丁目
・花巻市役所前
・上町
・大町
・総合花巻病院前
・ＪＡ花巻支店前
・豊沢町
・双葉町
・鍛治町
・如来堂前
・藤沢会館前
・不動大橋
・大谷地住宅前
・国立病院機構花巻病院
・下根子
・富士大学前
・山の神公民館前
・県立中部病院

■県立中部病院へのアクセス
花巻駅で下記路線に乗換え
・天下田・中部病院線（４番）
・石鳥谷線（４番）

■変更点
・大迫中学校前から花巻駅間の
運行に変更
・上限運賃７００円を５００円
に変更
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天下田・中部病院線

教育センター線

■新設するバス停留所
（大迫・花巻線から移行します。）

・大通り一丁目
・大通り二丁目
・花巻市役所前
・上町
・大町
・総合花巻病院前
・ＪＡ花巻支店前
・豊沢町
・双葉町
・鍛治町
・如来堂前
・藤沢会館前
・不動大橋
・大谷地住宅前
・国立病院機構花巻病院
・下根子
・富士大学前
・山の神公民館前
・県立中部病院

■変更点
・路線名の変更
・花巻駅から賢治詩碑前間のルート廃止
・花巻駅から県立中部病院間のルート新設

■廃止するバス停留所
（花巻温泉線の変更はありません。）

・桜橋 ・桜町一丁目 ・緑ヶ丘
・桜町二丁目 ・賢治詩碑前

■新設するバス停留所
・宮野目振興センター前
・西宮野目
・三嶽神社前
・花巻北高前
・本館二丁目
・本館住宅前
・上小舟渡
・イトーヨーカドー

■変更点
〔ルート廃止〕
・宮野目学校前から本館間
・四日町三丁目から一日市間
〔ルート新設〕
・宮野目振興センター前から本館住宅前間
・上小舟渡からイトーヨーカドー間

■廃止するバス停留所
（石鳥谷線の変更はありません。）
・宮野目学校前
・宮野目
・三嶽
・石持
・本館
・四日町三丁目
・四日町二丁目
・一日市

拡大
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市街地循環バス

■新設するバス停留所
・坂本町
・愛宕公園前
・星が丘一丁目
・星が丘二丁目
・花巻東高校前
・緑ヶ丘

■変更点
・ルートの変更（１周４６分から１周５０分）
・運行便数を１０便から９便に減便
・運行時刻の変更

■廃止するバス停留所
（他のバス路線に変更はありません。）

・新道
・星が丘
・上町口
・吹張町

■移設するバス停留所
・松雲台（南へ６０ｍ移設）


